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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 19年 4月 20日 (2007.4.20)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ４
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 上 記 の よ う に Ｉ Ｃ カ ー ド １ ０ に 新 規 に フ ァ イ ル を 作 成 す る 場 合 、 権 利 価 値 発 行 者 は 、 自
己 以 外 か ら の ア ク セ ス に 対 し て 、 当 該 フ ァ イ ル へ の ア ク セ ス （ ／ 譲 渡 ）
を 制 限 す る こ と が で き る 。 即 ち 、 権 利 価 値 発 行 者 は 、 自 己 以 外 の 者 が フ ァ イ ル ／
譲 渡 を 実 行 で き る か 否 か を 制 限 す る フ ァ イ ル の ア ク セ ス 制 御 リ ス ト を フ ァ イ ル 作 成 時 に 設
定 す る こ と が で き る 。 な お 、 上 記 の ア ク セ ス 動 作 ク ー ポ ン 券 の 発 行 に 相
当 す る 。 特 別 な 場 合 を 除 き 、 コ ピ ー は 「 不 可 」 と 設 定 さ れ る 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 例 え ば 、 図 ４ に 示 す よ う に 、 フ ァ イ ル の ア ク セ ス 制 御 リ ス ト １ ７ Ｂ に は 、 フ ァ イ ル １ 、
フ ァ イ ル ２ な ど 各 フ ァ イ ル を 許 可 す る か 否 か を 示 す 情 報 、 譲 渡 を 許 可 す る
か 否 か を 示 す 情 報 、 及 び 発 行 者 Ｉ Ｄ 情 報 が 格 納 さ れ る 。 こ の フ ァ イ ル の ア ク セ ス 制 御 リ ス
ト １ ７ Ｂ は 、 ア ク セ ス 制 御 リ ス ト 設 定 部 １ ７ に よ り 設 定 さ れ 保 持 さ れ る 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 図 面
【 補 正 対 象 項 目 名 】 図 ４
【 補 正 方 法 】 変 更

こ こ で は 、 コ ピ ー
の コ ピ ー
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ご と の 、 コ ピ ー



【 補 正 の 内 容 】
【 図 ４ 】
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